
新 旧 対 照 表
（新） （旧）

高知県土佐茶生産強化事業費補助金交付要綱

第１条～第16条 （省略）

附則

１ この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和８年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第５条、第７条、第９条第２項、

第12条及び第14条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附則

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

（省略）

附則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、令和７年３月24日から施行する。

高知県土佐茶生産強化事業費補助金交付要綱

第１条～第16条 （省略）

附則

１ この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和７年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第５条、第７条、第９条第２項、

第12条及び第14条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附則

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

（省略）

附則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



別表第１（第３条関係）

別表第２（第５条－第７条関係）（省略）

別表第１（第３条関係）

別表第２（第５条－第７条関係）（省略）



別記第１号様式（第４条関係）

１～４（３）（省略）

（４）事業実施主体が県税の納税義務者である場合は、県税の滞納がない旨

を証する納税証明書又は県税完納情報の提供に係る同意書（税務課が別

に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式）及び

本人確認書類の写し（事業実施主体が個人の場合は、マイナンバーカー

ド、運転免許証、健康保険証の写し等。事業実施主体が法人の場合は、

法人代表者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等）

を、県税の納税義務がない場合はその申立書

（５）（省略）

別記第１号様式（第４条関係）

１～４（３）（省略）

（４）事業実施主体が県税の納税義務者である場合は、県税の滞納がない旨

を証する納税証明書又は県税完納情報の提供に係る同意書（税務課が別

に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式）及び

本人確認書類の写し（補助事業者が個人の場合は、マイナンバーカ

ド、運転免許証、健康保険証の写し等。補助事業者が法人の場合は、法

人代表者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等）を、

県税の納税義務がない場合はその申立書

（５）（省略）



５ 確認事項

（１）事業実施主体のうち生産者若しくは茶生産法人については、地域計

画のうち目標地図に位置づけられている又は位置づけられることが確

実と見込まれる者であることを確認しました。 □

別紙２～別紙３ （省略）

別記第２号様式～～第７号様式 省略

（追加）

別紙２～別紙３ （省略）

別記第２号様式～第７号様式 省略


